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村が主体となって迅速にこれらの地点に消毒ポイント

を設置し防疫活動を開始することが可能と考えられる。 

一方、10kmと20km圏の切断道路地点数に着目する

と、10km：18～236、20km：41～199と切断道路本数

が多い。このため、これらの切断地点に消毒ポイント

を設置することは困難であり、主要な道路に限定せざ

るを得ないと考えられる。 

そこで、1kmと10kmの中間圏域である3kmと5kmに

着目すると切断道路地点はそれぞれ3km：12～100、

5km：29～177である。宮崎市の場合、市街中心部にこ

れらの圏域がかかるために100と177であり、これらを

除けば、それぞれ50～75地点である。隣接する市町村

では市町村境界の近傍に消毒ポイントの設置を検討す

ると考えられることから、市町村境界と3km～5km圏

を防疫ゾーンとして機能させることが考えられる。 

 

3.消毒ポイントの設置方法の考察 

 口蹄疫防疫マニュアルの消毒ポイント設置の考え方

を基本にして、これと本論での3kmおよび5km圏域で

の切断道路地点数の分析結果を考慮すれば、消毒ポイ

ント設置の事例として図－3の内容が考えられる。す

なわち、A市で口蹄疫が発生した場合、A市は(1)発生

農場付近と (2)発生農場周辺地域(概ね1km付近)の切断

道路地点を封鎖するとともに、消毒ポイントを設置す

る。県は(3)移動制限区域ライン(10km)、(4)搬出制限区

域ライン(20km)の通行車両の多い道路付近に消毒ポイ

ントを設置する。 

一方、これらの中間地域については、A市に隣接す

る市町村(B市、C町)が自らの市町村への口蹄疫の侵入

を阻止するためにA市との境界領域の道路に消毒ポイ

ントを設置すれば、これと3km～5km圏に設置する消

毒ポイントが集合的に防疫ゾーンとして機能すること

が期待できると考えられる。 

 

4.まとめ 

1)口蹄疫が発生した11市町の1例目農場から半径0.5km

と1kmを切断する道路箇所は最大で21であり、発生自

治体の道路封鎖と消毒ポイント設置には対応可能と考

えられる。 

2) 10kmと20km圏の切断道路地点数は10km：18～236、

20km：41～199と多く、主要道路での消毒に限定せざ

るを得ないと判断される。 

3)口蹄疫発生地点に隣接する市町村境界を通過する道

路を中心として、これに3km～5km圏の道路地点に消

毒ポイントを設置できれば、これらが集合して防疫ゾ

ーンが形成できると考えられるが、この実現性、およ

び道路交通容量や道路混雑について更なる検討が必要

である。 
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